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Ⅰ 赴任旅費

第１ 赴任旅費とは

「赴任旅費」という種類の旅費が存在するのではなく、職員が赴任した際に支給する旅

費の全てを総称していいます。

１ 赴任の定義

「新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署

に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在

勤公署に旅行することをいう。」（旅費条例第２条第１項第６号）と規定されています。

具体的に旅費の支給対象となるのは、新規に採用した職員（再任用職員も含む）、他

の官公庁等から割愛により採用した職員、転任については異動により所属が変更となっ

た職員のほか、在勤公署そのものが移転した場合なども含みます。

２ 旅費の種類

「旧在勤地」から「新在勤地」までの鉄道 旧在勤地 新在勤地

賃、船賃、車賃、日当、宿泊料が支給されま 赴任

す。（＊１）

なお、赴任に伴って職員の住所を移転する場 職員

合で単身又は独身の場合は、移転料の1/2の額 旧居住地 新居住地

と着後手当が、扶養親族を随伴して住所を移転 移転

する場合は、移転料の全額、着後手当及び扶養

親族移転料がそれぞれ支給されます。（＊２） 職員・扶養

親族

（＊１）ア 住所の移転を伴わない場合、赴任旅

費は支給しません。

イ 福島県の機関相互の場合、船賃対象の例はありません。

ウ 福島県の機関相互の場合、通常１日のみの旅行になります。

（＊２）ア 「赴任に伴う住所の移転」とは、赴任のために発令日以降に住所を移転する

ことですが、発令日以前に移転した場合であっても、子どもの学校の転入学等

の事情による移転で人事異動を発表した日以降の移転であれば、赴任に伴う住

所の移転と認められます。

イ 「扶養親族の移転」とは、職員の赴任に伴い扶養親族の主体となるべき者

（通例は配偶者）が住居を移転した場合をいいます。したがって、扶養親族の

うちで主体となるべき者以外の個々別々の移転は、ここでいう「扶養親族の移

転」には含まれません。

ウ 着後手当・移転料・扶養親族移転料ともに赴任を命ぜられた日（発令日）の

翌日から１年以内に移転すれば支給対象となります。ただし、その移転が赴任

に伴うものではなく自己都合によるものについては支給の対象となりません。

３ 赴任の命令

赴任は、新所属の旅行命令権者がこれを命令します。
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４ 赴任にかかる旅費の支弁先

赴任旅費は教育庁・教育機関にあっては教育総務課、県立学校(充て指導主事を含む)に

あっては当該学校、市町村立学校(充て指導主事を含む)にあっては域内教育事務所におい

て支弁します。

５ 職員の派遣等による旅費の負担

(1) 公益法人等派遣条例に基づき財団等へ派

遣となった者 財団等が負担

・ 財団等へ赴任する時は、当該財団等の 県 財団等

負担

・ 県へ復帰するときは県の負担 県が負担

(2) 社会教育主事派遣要綱に基づき市町村等

へ派遣となった者 市町村が負担

・ 市町村等へ赴任するとき 県 市町村

当該市町村の負担 等

・ 派遣終了し県へ復帰するとき 県が負担

県の負担

６ 新規採用職員に対する赴任旅費

新規採用職員が、4月１日付けの採用の場合は採用日の直前の３月１日以降に、それ以

外の場合は採用日から起算して30日前の日以降にその採用のため住所又は居所を移転し

た場合には、それが採用前の移転であっても赴任に伴う住居の移転であるとみなして旅

費を支給します。

(1) 旅行命令日

採用の日（その日が週休日等である場合には、採用の日後で週休日等に当たらない

最初の日）となります。

旅行期間は、旅行命令日と同じ日となります。

なお、60歳に達した日以後定年前に退職し、引き続き採用された「定年前再任用短

時間勤務職員」及び定年退職等の後に引き続き採用された「暫定再任用職員」に対す

る赴任旅費については、新規採用の例によらず、所属異動の例により旅費を支給する

ことに注意してください。

(2) 出発地

① ４月１日付けの採用

採用日の直前の３月１日現在の住所又は居所

② 前記①以外の採用

採用日から起算して30日前の日の住所又は居所

(3) 支給される旅費

転任を命ぜられた職員に対する旅費と同様に鉄道賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、

着後手当及び扶養親族移転料のうちそれぞれの支給要件に該当する旅費が支給されま

す（宿泊料については、原則として旅行期間が１日のため該当しません。）。

なお、住所の移転を伴わない場合は赴任旅費は支給しません。

(4) 職員の出発地の住所及び扶養親族の確認
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「住民票謄本又は抄本（住民基本台帳ネットワークを利用して交付された「広域交

付住民票」でも可。）」に基づき行います。

なお、住民票上の住所と居所が異なる場合は「居住証明書」と「同居者に関する申

立書」により行うことができます。）

〔注意〕

辞令受領のため県庁等へ旅行する職員については、勤務公署から県庁等まで普通旅

費が支給されます。この場合、赴任旅費と辞令受領のための普通旅費とそれぞれの旅

行命令毎に日当を計算しますが、この二つの日当の合計は日当定額を超えることがで

きないため、この合計額が日当定額を超えた場合は普通旅費の日当を調整してくださ

い。
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第２ 扶養親族の認定

１ 扶養親族の範囲

「旅費条例上の扶養親族」（扶養親族移転料の対象となる扶養親族）は「職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。」

（旅費条例第２条第１項第８号）と規定されています。

この「旅費条例上の扶養親族」については、所属長が認定し、「扶養親族認定証明書

（様式2３）」を作成することになっていますが、「旅費条例上の扶養親族」と「給与

条例上の扶養親族」とではその範囲が異なるので、以下の事項に留意のうえ認定してく

ださい。

（旅費条例上の扶養親族と給与条例上の扶養親族との差異）

生計維持

〔旅費条例） 〔給与条例〕

○配偶者(内縁

関係を含む。)

○(ア)以外の子、 ○22歳に達する日以 ○(ア)、(イ)に

孫、弟妹 後の最初の3月31 該当しない重度

日までの間にある 心身障害者

○(ア)以外の父母 子、孫、弟妹

祖父母

○兄姉 ○満60歳以上の

父母、祖父母

(イ) (ア)

「生計維持」

旅費条例 給与条例

主として職員の収入によって生計 ＝ 他に生計のみちがなく主として

を維持しているもの その職員の扶養をうけているもの
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(1) 職員の扶養親族とは認定できない者

① 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する

手当の支給の基礎となっている者

② 年額１３０万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

③ 上図(ア)、(イ)に該当しない重度心身障害者

(2) 上図(ア)の範囲内に該当する者

赴任を命ぜられた日現在において給与上の扶養親族と認定されている者に限ります。

ただし、届出の時期等により、さかのぼって認定又は取り消されたときは、追給又

は返納するものとします。

(3) 上図(イ)の範囲内に該当する者

その者が赴任を命ぜられた日現在において「生計維持」の要件を満たすことを確認

して認定することとなりますが、その確認にあたっては所属において十分留意される

ようお願いします。

（注）給与条例上の扶養親族として認定されない場合であっても、給与条例第８条第２項

及び職員の給与の支給に関する規則第15条の規定に準じて、主として職員の収入によ

って生計を維持している扶養親族と認められれば、旅費条例上の扶養親族として取り

扱うこととなります。

２ 扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族

(1) 職員が赴任を命ぜられた日において、旅費条例上の扶養親族である者（＊２）

（＊２）赴任を命ぜられた日現在において胎児であった子を出生の後、移転する場合に

は、その子については扶養親族とみなすことになります。

(2) 扶養親族の主体となるべき者（配偶者が扶養親族の場合は配偶者）と同時に住居を

移転した扶養親族（＊３）

（＊３）ただし、別個に住居を移転した場合であっても、修学、病気療養等の事由によ

り赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に扶養親族の主体となるべき者の住居

地に移転した場合は、その者を支給対象の扶養親族とすることができます。

※ 旅費条例上、扶養親族となり得る者であっても、「移転」の事実がない者について

は、当然、対象となりませんので、実態を把握のうえ認定してください。

特に、次の具体例のように「満１８歳以上の子」について誤って認定している所属

が多々見受けられますので注意してください。
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（具体例）職員と配偶者（主として職員の収入によって生計を維持しているもの）は赴任

に伴いＢ町からＡ市に移転した。子（２０歳、学生）はもともと東京に住んでおり、

一緒に移転はしていない。ただし、住民票を親元に残してあったため、住民票上はＢ

からＡに移転している。

（移 転）

Ｂ → Ａ Ｃ

職員・配偶者

２０歳の子

（住民票の移転）

Ｂ町役場 →Ａ市役所 東京都Ｃ区

住民票 住民票なし

職員、配偶者、２０歳の子

（説明）例のような場合、住民票上は両親とその子が共に移転しているので、所属では

特に確認することなく職員の扶養親族として配偶者、２０歳の子を認定した。

しかし、２０歳の子については移転の事実がないため、扶養親族移転料の支給

対象とはならない。（２０歳の子を認定したのは誤りである。）

※ このような例が多いので、特に扶養親族の移転については、住民票のみで判

断することなく、職員本人に実状を確認のうえ認定してください。

なお、無職の者のうち義務教育終了後の学生等の場合は、扶養親族認定証明書の収

入月額欄に「無職」とではなく、具体的に「○○高校○年」「△△大学○年」「家事

手伝い」「○○専門学校」「○○予備校」などと詳しく記入してください。

３ 夫婦共に県職員（市町村立学校職員を含む。以下同じ。）の場合

夫婦共に県職員で扶養親族がある場合は特例がありますので注意してください。

(1) 旅費条例上の扶養親族のうち、子については夫婦の共同扶養という考え方に立って、

実際に子を随伴して移転した職員に対して扶養親族の随伴する旅費が支給されます。

(2) 所属長が職員の扶養親族を認定する（扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族の

認定をいう。）場合は、住民票等で移転の状況等を確認し誤りのないよう留意してく

ださい。特に、夫婦共通の扶養親族である子を随伴する職員に対しては、配偶者の異

動の実態等を必ず確認して認定してください。

夫婦（Ａ・Ｂ）が同時に赴任を命ぜられ、同時に移転する場合

① 子（ａ・ｂ）が、いずれか一方（Ａ）の扶養親族である場合

Ａ←扶養→ａ・ｂ Ａに支給される旅費額：扶養親族を随伴する赴任旅費

Ｂ Ｂに支給される旅費額：扶養親族を随伴しない赴任旅費
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② 子（ａ・ｂ）が、夫婦それぞれの扶養親族である場合

旅費規程上はＡ、Ｂともに扶養親族の随伴する赴任旅費を

Ａ←扶養→ａ 支給すると解釈できるが、実態は１と同様であることから、

Ｂ←扶養→ｂ Ａ、Ｂのいずれか一方に扶養親族を随伴する赴任旅費を支給

し、他方には随伴しない赴任旅費を支給する。

赴任の命令は同時であるが、やむを得ない事情により、各職員が異なる時期に移転

する場合（ただし、赴任期間内で移転の時期が異なる場合は除く。）

実際に子を随伴して移転した職員に対して扶養親族を随伴する赴任旅費を支給する。

（例） 夫婦が同一方部に異動を命ぜられ、子と一緒に勤務地へ移転しようとしたが、

適当な住宅が見つからなかったため、夫が先に単身で移転し、その後（赴任期間

後）妻と子が移転した場合

夫婦（Ａ・Ｂ）がそれぞれ異なった時期に赴任を命ぜられ、異なる時期に移転する

場合

① 子（ａ・ｂ）が、いずれか一方（Ｂ）の扶養親族である場合

ア Ａが先に子を随伴して移転した後、Ｂが単身で移転する場合

①

Ａ ①Ａが先に子と移転 → Ａ

Ｂ←扶養→ａ・ｂ ａ ｂ ②

Ａ Ｂ

②その後Ｂが単身で移転 → ａ ｂ

Ａに支給される旅費額：扶養親族を随伴する赴任旅費

Ｂに支給される旅費額：扶養親族を随伴しない赴任旅費

イ Ｂが単身で移転後、Ａが子を随伴して移転する場合

①

Ａ ①Ｂが先に単身で移転 → Ｂ

Ｂ←扶養→ａ・ｂ ②

Ａ Ｂ

②その後Ａが子を随伴して移転 → ａ ｂ

Ａに支給される旅費額：扶養親族を随伴する赴任旅費

Ｂに支給される旅費額：扶養親族を随伴しない赴任旅費
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② 子（ａ・ｂ）が、夫婦それぞれの扶養親族である場合

ア Ａ及びＢそれぞれが、扶養親族である子を随伴して移転する場合

①

Ａ←扶養→ａ ①Ａが先に子の一部と移転→ Ａ

Ｂ←扶養→ｂ ａ ②

Ａ Ｂ

②その後Ｂが残りの子と移転 → ａ ｂ

Ａ及びＢそれぞれに扶養親族の随伴する赴任旅費を支給する。

イ Ａが先にすべての子を随伴して移転した後、Ｂが単身で移転する場合

①

Ａ←扶養→ａ ①Ａが先にすべての子と移転→ Ａ

Ｂ←扶養→ｂ ａ ｂ ②

Ａ Ｂ

②その後Ｂが単身で移転する場合 → ａ ｂ

Ａに支給される旅費額：扶養親族を随伴する赴任旅費

Ｂに支給される旅費額：扶養親族を随伴しない赴任旅費

ウ Ａが先に単身で移転後、Ｂがすべての子を随伴して移転する場合

①

Ａ←扶養→ａ ①Ａが先に単身で移転 → Ａ

Ｂ←扶養→ｂ ②

Ａ Ｂ

②その後Ｂがすべての子を随伴して移転 → ａ ｂ

Ａに支給される旅費額：扶養親族を随伴しない赴任旅費

Ｂに支給される旅費額：扶養親族を随伴する赴任旅費



- 9 -

第３ 旅費額の計算

１ 赴任に伴い支給される旅費

(1) Ａ（新所属）・Ｂ（旧所属）間の路程に応じた次の旅費額が支給されます。

鉄道賃 ＋ 車 賃 ＋ 日 当 ＋ 宿泊料 ＝ Ｘの額

※職員が住居を移転しない場合は、旅費は支給されません。

(2) 赴任に伴って職員が単身で住所を移転した場合は、(1)の額に加えて次の旅費額（太

枠で囲んだもの）が支給されます。

旅費額 ＝ Ｘの額 ＋ 移転料×1/2 ＋ 着後手当

(3) 赴任に伴って職員が扶養親族を随伴して住所を移転した場合は、(1)の額に加えて次

の額（太枠で囲んだもの）が支給されます。

旅費額 ＝ Ｘの額 ＋ 移転料 ＋ 着後手当 ＋ 扶養親族移転料

なお、住宅の確保の事情、扶養親族の健康、学校の都合等により赴任の時期より遅れ

て住居を移転した場合（赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内の移転に限ります。）

は、それぞれ支給されるべき額を再計算し、既に支給された額を除いた額が追給されま

す。

（例１）住居の確保が困難で遠距離通勤をしていたが、単身で（又は扶養親族と）新

所属の近くへ引っ越してきた。

（例２）子供の学校の都合等により扶養親族を残し単身赴任していたが、転校できた

ため扶養親族を呼び寄せ一緒に住むようになった。

２ 移転料・着後手当・扶養親族移転料早見表

(1) 移 転 料 （単位 円）

路 程 扶養親族を伴う場合 職員のみの場合

５０㎞未満 １２６，０００ ６３，０００

５０㎞以上 １００㎞未満 １４４，０００ ７２，０００

１００㎞以上 ３００㎞未満 １７８，０００ ８９，０００

３００㎞以上 ５００㎞未満 ２２０，０００ １１０，０００

５００㎞以上 １，０００㎞未満 ２９２，０００ １４６，０００

１，０００㎞以上 １，５００㎞未満 ３０６，０００ １５３，０００
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１，５００㎞以上 ２，０００㎞未満 ３２８，０００ １６４，０００

２，０００㎞以上 ３８１，０００ １９０，５００

(2) 着 後 手 当 （単位 円）

公舎・自宅等に転居
借家等に転居した場合

した場合

２８，８００ ２８，８００

＋加算額（＊）

（＊）着後手当の加算額は、以下のとおりです。

① 加算額＝家賃月額（注１）（上限５１，０００円）×２月

ただし、この額が住宅を借り受ける際に貸主等に支払う一定の金額（注２）

を超える場合には、当該支払う額とする。

（注１） 「家賃月額」とは、権利金、敷金、礼金、水道等使用料金、共同施設

負担金、駐車場使用料金等の居住と直接関係しないものを除き、居住

に関して支払う額の１か月あたりの額をいう。

（注２） 「貸主等に支払う一定の金額」とは、礼金、仲介手数料等の合計額

（家賃、敷金、各種保険料等は除く。）とする。

② 加算額（上限14,400円）＝ ホテル代等実費額－着後手当額（28,800円)

赴任後、直ちに新たな借家等（注1）に転居できず、やむを得ず（注2）ホテル等

へ宿泊し、着後手当額（28,800円）を超える実費額(注3)を負担した場合、その

超えた部分に相当する額について、14,400円を上限に加算します。

（注１）公舎・自宅に転居した場合は加算対象になりません。

（注２）新たな借家等に入居できない「やむを得ない事情」に係る旅行命令権者

による証明書（指定様式）を提出してください。

※「やむを得ない事情」の例

・契約した新住居に前入居者が未だ入居中である。

・前入居者の退去が年度末で、ハウスクリーニング等の作業期間が

あり、直ちに入居できない。

（注３）「実費額」とは、当該宿泊に際し、現に宿泊施設に支払った宿泊料（た

だし、夕食代及び朝食代は含み、駐車場代等の追加料金は対象外）をい

います。なお、職員本人の宿泊に係る実費額のみを対象とし、扶養親族

の宿泊に係る実費額は対象となりません。
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(3) 扶 養 親 族 移 転 料

区 分 １２歳以上 ６歳以上１２歳未満 ６歳未満

鉄道賃、船賃、車賃 全 額 ２分の１ ３人目から鉄道賃船賃の２分の１

日当、宿泊料、食卓料、 ３分の２ ３分の１ ３分の１

着後手当（加算額除く）

３ 計 算 例

旧在勤地 新在勤地 (1) 鉄道賃・車賃・日当は、在勤地間（Ａ－Ｂ

間）の路程に応じた額となります。

Ｂ Ａ

① Ａ、Ｂが共に同一地域内の場合には、交

通機関を利用した場合の運賃額が支給され

旧居住地 新居住地 ます。

② 鉄道賃、車賃の路程に応じた額の計算

Ｄ Ｃ は、あらかじめ庶務システムに登録された

標準的な経路によることを基本とします。

（(2)についても同じ。）

(2) 移転料を算出する際の路程は、Ａ－Ｂ間（在勤地間）の路程とＣ－Ｄ間（居住地間）

の路程を比較して、いずれか短い方が使用されます。

また、扶養親族移転料のうち「鉄道賃・車賃・日当の職員相当額」とは、職員がその

路程を旅行した場合に支給される額という意味ですが、「Ａ－Ｂ間（在勤地間）の路程

に基づき計算される額」と「Ｃ－Ｄ間（居住地間）の路程に基づき計算される額」とを

比較して、いずれか低廉な方の額で計算されます。

(3) 着後手当は、移転後の住居の状況に応じた額となります。

(4) 扶養親族移転料を算出する際の扶養親族の年齢については、「実際に移転した日現在

の満年齢」とします。したがって、同一人にあっても、移転の日によって旅費額が異な

る場合があります。

(5) やむを得ない事由により「赴任を命ぜられた職員本人」と「扶養親族（の主体となる

べき者）」の居住地が異なる場合の移転料は、それぞれの路程に応じた定額の 1/2 を

合わせた額となります。ただし、旧在勤地と新在勤地間の路程に応じた移転料を超える

ことはできません。

また、上記の場合における扶養親族移転料算出の基礎となる着後手当の額は、職員の

移転時と扶養親族の移転時の住居の区分に応じた着後手当の額を比較して、いずれか低

廉な方の額を基礎とします。

（例１）職員は、Ａ（旧居住地）に単身赴任していたが、その後の異動によりＢ（新

居住地）へ移転した。扶養親族は同時期に実家のあるＤ（旧居住地）からＢ

（新居住地）へ移転した。（旧在勤地：ａ 新在勤地：ｂ）



- 12 -

旧在勤地 ａ → 新在勤地 ｂ ・在勤地間 ａ－ｂ(102㎞) 178,000 円

職員 Ａ 新居住地 Ｂ ・職員の居住地間

Ａ－Ｂ (48㎞) 126,000 円

扶養親族 Ｄ ・扶養親族の居住地間

Ｄ－Ｂ (70㎞) 144,000 円

職員本人の移転分 扶養親族の移転分

支給される移転料額 ( 126,000円×1/2) + ( 144,000円×1/2) = 135,000円

a－b > A－B a－b > D－B

（例２）職員は、当初自宅のあるＢ（旧居住地）からＡ（新居住地）に単身赴任した

が、その半年後に扶養親族を呼び寄せるため、Ｃ（再新居住地）へ移転し、同

時に扶養親族もＢからＣへ移転した。（旧在勤地：ａ、新在勤地：ｂ）

旧在勤地 ａ → 新在勤地 ｂ

Ｂ Ａ

職員 ①→ 職員 ②半年後

扶養親族 （単身赴任）

職員・扶養親族

Ｃ

②半年後

・在勤地間 ａ－ｂ (82㎞) 144,000円

・① 当初、職員の居住地間 Ｂ－Ａ (90㎞) 144,000円

・② 扶養親族の居住地間 Ｂ－Ｃ(105㎞) 178,000円

この場合は、a－b及びＢ－Ｃ間を比較し、路程の短いａ－ｂ間の路程による定額の

144,000円が支給されます。

（内訳）

① 当初、職員移転時 72,000円（＝ 144,000円 × 1/2）

② 半年後、扶養親族移転時 72,000円（＝ 144,000円 × 1/2）

なお、職員の赴任に伴う移転は、最初に住居を移転したことをもって完了するので、

その後に移転した部分（Ａ－Ｃ間）については、旅費を支給しません。
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職員本人又はその扶養親族の移転時期が旅行命令日よりも相当程度遅れている

場合や、新居住地が新在勤地から離れている場合など、赴任旅費の支給の可否が不

明なケースを受け付けた場合には、職員課にその都度照会するようにしてくださ

い。
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第４ 作成書類等

１ 作成及び提出が必要な書類について

○ 単身で住居を移転した場合 ○ 扶養親族を随伴して住居を移転した場合

〔教育委員会指定職員、特定職員（注４） 〔教育委員会指定職員、特定職員

共通（添付書類等）〕 共通（添付書類等）〕

①住民票謄本又は住民票抄本（＊） ①住民票謄本（＊）

【借家等に移転した場合】 【借家等に移転した場合】

②賃貸借契約書、重要事項説明書及び領 ②賃貸借契約書、重要事項説明書及び領

収書等の写し 収書等の写し

③着後手当加算額証明書 ③着後手当加算額証明書

（様式２３の１）※指定職員は添付不要 （様式２３の１）※指定職員は添付不要

【やむを得ずホテル等へ宿泊した場合】 【やむを得ずホテル等へ宿泊した場合】

④「ホテル等宿泊に係る証明書」及び領 ④「ホテル等宿泊に係る証明書」及び領

収書等の写し 収書等の写し

〔教育庁、教育機関及び県立学校等の 〔教育庁、教育機関及び県立学校等の

教育委員会特定職員〕 教育委員会特定職員〕

(1) 機械計算の場合 (1) 機械計算の場合

①様式２ 旅行命令（依頼）書 ①様式２ 旅行命令（依頼）書

②様式２３ 扶養親族認定証明書

(2) 手計算の場合

①様式２ 旅行命令（依頼）書 (2) 手計算の場合

②様式２０ 旅費計算書 ①様式２ 旅行命令（依頼）書

②様式２０ 旅費計算書

③様式２３ 扶養親族認定証明書

〔市町村立学校の職員〕 〔市町村立学校の職員〕

(1) 機械計算の場合 (1) 機械計算の場合

①様式３ 旅行命令（依頼）書 ①様式３ 旅行命令（依頼）書

②様式２３ 扶養親族認定証明書

(2) 手計算の場合

①様式４ 旅行命令（依頼）書 (2) 手計算の場合

①様式４ 旅行命令（依頼）書

②様式２３ 扶養親族認定証明書

（＊） 住民基本台帳ネットワークを利用して交付された「広域交付住民票」でも可。

（注１）市町村教育委員会等から割愛により職員を採用した場合も上記の例によること。

（注２）新規採用職員については、上記の書類に加えて、出発地の住民票謄本又は抄本
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（住民票上の住所と居所が異なる場合は「居住証明書」、また、この場合に同居

者がいる場合は「同居者に関する申立書」）もあわせて提出させること。

（注３）配偶者以外の給与条例上扶養親族に認定されていない扶養親族の扶養親族移転料

を申請する場合の添付書類については、別途職員課に確認してください。

配偶者については、令和8年3月２３日付け7人第３６１０号職員業務課長通知

「赴任旅費の申請方法について」を確認してください。

（注４）教育委員会指定職員：服務や旅費等の各種申請を庶務システムにより行う職員

教育委員会特定職員：指定職員以外の職員

２ 注意事項

(1) 旅行命令書等の送付先

① 教育委員会指定職員（所属支弁（県立学校等）を除く）

庶務システムの本人申請により処理を行い、添付書類は、教育総務課に送付して

ください。

② 教育委員会特定職員（所属支弁（県立学校等）を除く）

旅行命令（依頼）書決裁後、その他必要書類（旅費計算書・住民票謄本（抄本）

・扶養親族証明書等）を添付して、教育庁、教育機関の教育委員会特定職員分にあ

っては教育総務課へ、市町村立学校にあっては各教育事務所へ送付してください。

(2) 「様式２３ 扶養親族認定証明書」について

① 扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族については、所属長が認定してくださ

い。

② 所属長の証明印（私印）を押印してください。

※ 様式２３は、庶務システムの「様式集」あるいはデスクネッツの「文書管理」

→「総務部」→「人事総室」→「職員業務課」→「旅費関係」に掲載されています。

プリントアウトして使用する際、他所属支弁の場合は、原本は支弁所属へ送付

し、写しを各所属で保管願います。

(3) 「様式２３の１ 着後手当加算額証明書」について

① 着後手当加算額の支給がある場合は、当該加算額について、所属長が認定してく

ださい。

② 所属長の証明印（私印）を押印してください。

③ 着後手当加算額証明書に添付する賃貸借契約書、重要事項説明書及び領収書等の

写しは、職員が住宅を借り受ける際に現に支払った礼金、仲介手数料等（家賃、敷

金、各種保険料等除く。）の合計額を証明できるものとしてください。

※ 様式２３の１は、庶務システムの「様式集」あるいはデスクネッツの「文書管

理」→「総務部」→「人事総室」→「職員業務課」→「旅費関係」に掲載されてい

ます。

※ プリントアウトして使用する際、他所属支弁の場合は、原本は支弁所属へ送付し、

写しを各所属で保管願います。

(４) 関係書類を支弁所属へ送付する際は、各旅行命令書ごとに添付書類をつけてゼムク

リップではさんで提出してください。

(５) 支弁所属が関係書類を職員業務課へ送付する際には、「旅費添付書類送付票」に

添付書類を貼付してください。

※ 「旅費添付書類送付票」は、庶務システムの「様式集」あるいはデスクネッツ

の「文書管理」→「総務部」→「人事総室」→「職員業務課」→「旅費関係」に掲
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載されています。
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(2) 様式２３ 扶養親族認定証明書

様式２３

扶養親族認定証明書
所属 ①

職 名 氏 名

移 転 す る 扶 養 親 族

扶養手当 扶養手当無の場合の収入月額氏 名 年令 続柄 新 住 所 旧 住 所 転居年月日

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日 所属長 印
⑩ ⑪ （私印）

①所属 所属名を忘れずに記入すること。
②氏名 扶養親族の氏名を記入すること。
③年令 扶養親族の年令（住所移転時の満年令とする。）を記入すること。
④続柄 旅行者との続柄を記入すること。
⑤新住所

（地域名） 職員の住所と同じであっても省略しないで記入すること。
⑥旧住所 地域名も忘れずに記入すること。

（地域名）
⑦転居年月日 職員の旅行日以前に転居した場合は職員の旅行日を、職員の旅行日以降に転居した場合は実

際に住所を移転した日を記入すること。
⑧扶養手当 扶養手当の受給の有無（給与上の扶養親族と認定されているかどうか）を該当する方に○を

つけること。
⑨扶養手当無の場合 扶養手当を受けていない者は、共済組合の検認で提出した資料等により確認し、その収入状

況を記入すること。
なお、無職の者で義務教育終了後の者については、具体的に「○〇高校○年」「○〇大学○
年」「家事手伝」「○〇専門学校」「○〇予備校」などと記入すること。

⑩証明年月日 所属長が①～⑨までのことについて確認し証明した年月日を記入すること。
⑪所属長・私印 所属長の所属・職・氏名を記入すること。
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（3）様式２３の１ 着後手当加算額証明書

着 後 手 当 加 算 額 証 明 書

所 属 職 名 氏 名①

移転後の借家等の種類 □借家・借間 □光熱費込みの借家・借間②
□まかない付き下宿

住 宅 の 所 有 者③

契 約 開 始 年 月 日 年 月 日④

契約書及び領収書の写し等 （別紙のとおり）

加 家賃の月額 ① 家賃月額の上限 ②⑤
円 ５１，０００ 円

算
算定加算額 ③

額 円 （①と②のうち廉価な額×２）

の 礼金、仲介手数 ④ 内訳 円
料 等の合計額 円 円

計
決定加算額 ⑤

算 円 （③と④のうち廉価な額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日 所属長 印⑥

（注）１ 「家賃の月額」欄は、権利金、敷金、礼金、水道等使用料金、共同施設負担金、駐車場の使用料金等の居住

と直接関係しないものを除き、居住に関して支払う額の1か月当たりの額を記入すること。

２ 「礼金、仲介手数料等の合計額」欄は、家賃、敷金、各種保険料等を含まない額を記入すること。

３ 証明する際は、所属長の所属・職・氏名を記入し、押印（私印）すること。

①所属、職名、氏名 所属名、職名、氏名を忘れずに記入すること。
②移転後の借家等の種類 借家の種類について該当するものを選ぶこと。
③住宅の所有者 契約書等から借家等の所有者を記入すること。
④契約開始年月日 契約書等から契約開始年月日を記入すること。
⑤加算額の計算 所属長が契約書及び領収書の写しから家賃月額、現に支払った額を

確認の上、決定加算額を算出し、着後手当支給額を記入すること。
⑥所属長・私印 所属長の所属・職・氏名を記入し、押印（私印）すること。
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Ⅱ 帰住旅費

第１ 帰住旅費とは

１ 帰住旅費の定義

異動等により他に生活の本拠を有している職員が、定年、「職員の退職勧奨に関す

る要綱」の規定による退職又は再任用職員が任期満了で退職する場合に伴い、生活の本

拠地に住居を移転する場合に支給される旅費を総称しているものです。

２ 支給の具体例

(1) 配偶者等（自宅等に居住）と別居している単身赴任職員が、配偶者等の居住する自

宅等に転居する場合

(2) 生活の本拠としていた自宅等から配偶者等を帯同して転居し、借家等に居住してい

る職員が生活の本拠としていた自宅等に転居する場合

(3) その他、(1)又は(2)に類する状況にある場合

① 配偶者等（自宅等に居住）とは別居しているものの、赴任先で親等と同居してい

るため単身の状況にない職員が、生活の本拠地に転居する場合

② 生活の本拠としていた自宅等から転居（配偶者等も就業等の事情により転居）し

借家等に居住している単身赴任職員が、生活の本拠地に転居する場合

③ ①又は②までのほか、異動等に伴い生活の本拠としていた自宅等を離れて借家等

に居住している職員が、生活の本拠地に転居する場合。

なお、この場合については事前に職員課に協議するようになります。

（注意）退職に伴い転居した先が「生活の本拠となる住居」に該当するか否かが不明瞭で

ある場合や、転居時に私的理由も併せ持つために「退職に伴う転居」と認められる

か否かが不明瞭である場合には、事前に（支出命令の前に）職員課に協議する必要

があります。

３ 支給対象期間

対象期間は、原則として、退職した日の翌日から起算して１か月以内に生活の本拠地

に転居した場合となります。

ただし、やむを得ない事情により退職日前に転居した場合については、その移転が退

職に伴うものであれば、赴任旅費の取扱いの例により支給されます。（＊１）

（＊１）転居年月日が人事異動を発表した日以降であれば、支給対象となります。

４ 支給する旅費の種類

赴任旅費に準じた次の旅費（ただし、着後手当を除く。）が支給されます。

(1) 鉄道賃、船賃、車賃 ※ 退職時の住所地の地域から移転後の住所地の地域ま

及び日当 での路程に応じた額となります。ただし、この旅費額

(2) 移転料 が、退職時の勤務公署から移転後の住所地の地域まで

(3) 扶養親族移転料 に係る旅費額を超える場合には、勤務公署からの旅費

額が限度となります。
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第２ 扶養親族の認定

１ 扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族

扶養親族は、赴任旅費の取扱いによる扶養親族のうち、退職時まで実際に職員と同居

し職員に同伴して転居する者に限ります。

（職員の旧住所とは異なる場所から職員の新住所に移転した者については含まれないこ

とになりますので、注意してください。）

２ 扶養親族の認定

扶養親族の認定は、旅行依頼日現在における扶養親族の状況により、職員の退職時の

所属における所属長が認定することになります。

第３ 支給の方法等

１ 旅行依頼の方法

帰住旅費の支給に当たっては、退職者に対して、退職時の所属における旅行命令権者

が旅行依頼を行います。

① 旅行依頼日は、退職日（発令日）の翌日（その日が週休日等である場合には、退

職日の翌日後で週休日等に当たらない最初の日）とします。

② 退職日前に住居を移転した場合は、その移転を退職日の翌日に依頼した旅行とみ

なして取り扱います。

２ 帰住旅費の会計年度

会計年度は、退職者に対する旅行依頼日の属する年度により区分します。

３ 支給の方法

支給の方法については、赴任旅費の例により取り扱います（ただし、準備すべき書類

が赴任旅費の場合と異なりますので、注意してください。）。
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第４ 作成書類等

１ 作成及び提出が必要な書類について

○ 退職者のみの住居移転の場合 ○ 扶養親族が同伴した住居移転の場合

〔教育委員会指定職員、特定職員 〔教育委員会指定職員、特定職員

共通（添付書類等）〕 共通（添付書類等）〕

①住民票謄本（転居後のもの）（＊） ①住民票謄本（転居後のもの）（＊）

②職員名義の普通預金通帳の写し ②職員名義の普通預金通帳の写し

（口座名義・番号が確認できるもの） （口座名義・番号が確認できるもの）

〔教育庁、教育機関及び県立学校等の 〔教育庁、教育機関及び県立学校等の

教育委員会特定職員〕 教育委員会特定職員〕

(1) 機械計算の場合 (1) 機械計算の場合）

①様式２ 旅行命令（依頼）書 ①様式２ 旅行命令（依頼）書

②様式2３ 扶養親族認定証明書

(2) 手計算の場合 (2) 手計算の場合

①様式２ 旅行依頼書 ①様式２ 旅行依頼書

②様式20 旅費計算書 ②様式20 旅費計算書

③様式2３ 扶養親族認定証明書

〔市町村立学校の職員〕 〔市町村立学校の職員〕

(1) 機械計算の場合） (1) 機械計算の場合）

①様式３ 旅行依頼書 ①様式３ 旅行依頼書

②様式2３ 扶養親族認定証明書

(2) 手計算の場合 (2) 手計算の場合

①様式４ 旅行依頼書 ①様式４ 旅行依頼書

②様式2３ 扶養親族認定証明書

（＊） 住民基本台帳ネットワークを利用して交付された「広域交付住民票」でも可。

（注１） この表に掲げるもののほか、「退職者の生活の本拠地」について住民票謄本等

により確認することが困難である場合には、退職者からその旨を記載した申立書

（「帰住旅費の支給に関する要綱の細部に関する取扱等について」中、様式２

「生活の本拠地に係る申立書」）を添付するものとします。

（注２） 退職者については、職員ではないことから「９Ｒ」で始まる職員の債権者番号

では支出ができないため、退職時の所属において外部の一般債権者と同様に債権

者登録をした上で、その一般債権者番号を使用するようにしてください。

（注３） 配偶者以外の給与条例上扶養親族に認定されていない扶養親族の扶養親族移転

料を申請する場合の添付書類については、別途職員課に確認してください。

配偶者については、令和8年3月２３日付け7人第３６１０号職員業務課長通知

「赴任旅費の申請方法について」を確認してください。

２ 注意事項

(1) 旅行命令書等の送付先
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① 教育委員会指定職員（所属支弁（県立学校等）を除く）

庶務システムにより処理を行い、添付書類は、教育総務課に送付してください。

② 教育委員会特定職員（所属支弁（県立学校等）を除く）

旅行命令（依頼）書決裁後、その他必要書類（旅費計算書・住民票謄本（抄本）

・扶養親族証明書等）を添付して、教育庁、教育機関の教育委員会特定職員分にあ

っては教育総務課へ、市町村立学校にあっては各教育事務所へ送付してください。

(2) 「様式２３ 扶養親族認定証明書」について

① 扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族については、所属長が認定してください。

② 所属長の証明印（私印）を押印してください。

※ 様式2３は、庶務システムの「様式集」あるいはデスクネッツの「文書管理」→

「総務部」→「人事総室」→「職員業務課」→「旅費関係」に掲載されています

※ プリントアウトして使用する際、他所属支弁の場合は、原本は支弁所属へ送付し、

写しを各所属で保管願います。

(３) 関係書類を支弁所属へ送付する際は、各旅行命令書ごとに添付書類をつけてゼムク

リップではさんで提出してください。

(４) 支弁所属が関係書類を職員業務課へ送付する際には、「旅費添付書類送付票」に添

付書類を貼付してください。

※ 「旅費添付書類送付票」は、庶務システムの「様式集」あるいはデスクネッツの

「文書管理」→「総務部」→「人事総室」→「職員業務課」→「旅費関係」に掲載

されています。
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(2) 様式２３ 扶養親族認定証明書

様式２３

扶養親族認定証明書
所属 ①

職 名 氏 名

移 転 す る 扶 養 親 族

扶養手当 扶養手当無の場合の収入月額氏 名 年令 続柄 新 住 所 旧 住 所 転居年月日

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

歳 （地域名 ） （地域名 ） ・ ・ 円有 無

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日 所属長 印
⑩ ⑪ （私印）

①所属 退職時の所属名を忘れずに記入すること。
②氏名 扶養親族の氏名を記入すること。
③年令 扶養親族の年令（住所移転時の満年令とする。）を記入すること。
④続柄 旅行者との続柄を記入すること。
⑤新住所

（地域名） 職員の住所と同じであっても省略しないで記入すること。
⑥旧住所 地域名も忘れずに記入すること。

（地域名）
⑦転居年月日 住所を移転した日（住民票上の「住民となった年月日」又は「転居日」）を記入すること。
⑧扶養手当 扶養手当の受給の有無（退職時に給与上の扶養親族と認定されていたかどうか）を該当する

方に○をつけること。
⑨扶養手当無の場合 扶養手当を受けていない者は、共済組合の検認で提出した資料等により確認し、その収入状

況を記入すること。
なお、無職の者で義務教育終了後の者については、具体的に「○〇高校○年」「○〇大学○
年」「家事手伝」「○〇専門学校」「○〇予備校」などと記入すること。
所属長が①～⑨までのことについて確認し証明した年月日を記入すること。

⑩証明年月日 所属長の所属・職・氏名を記入すること。
⑪所属長・私印
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Ⅲ 質疑応答

〔質問１〕

私の家族は配偶者と子２人のほかに、23歳の子（収入０円、家事手伝い）が１人いま

す。（いずれも主として職員の収入によって生計を維持しているもの。）

① 赴任の際、全員で住居を移転しました。

② 赴任の際、扶養親族となっている２人の子の学校の都合で配偶者と子２人を残し、

23歳の子のみ連れて移転しました。

③ 赴任の際、扶養親族となっている子１人だけを学校の都合のために残し、配偶者

と他の２人を連れて移転しました。その後１年以内に（３月に卒業したため）残し

ていた子を呼び寄せました。

①～③の場合に、移転料・扶養親族移転料はどうなるのでしょうか。

（答） 扶養親族移転料の支給対象となる扶養親族の範囲は、扶養親族の主体となる

べき者と同時に住居を移転した扶養親族であることとなっていますが、扶養親

族のうち修学、病気療養等の事由により扶養親族の主体となるべき者とは別個

に扶養親族の主体となるべき者の居住地に移転した場合（赴任を命ぜられた日

の翌日から１年以内に限る。）は支給対象の扶養親族とすることができるので

①及び③については～移転料については全額、扶養親族移転料は配偶者・子

３人の全員分について支給することとなります。

②については～移転料について1/2 の額のみを支給することとなります。

〔質問２〕

父母の範囲には、義父母も含まれますか。（同居しており、実質扶養している。）

（答） 父母の範囲には、一親等の直系血族である実父母又は民法に従い養子縁組し

た養父母となっています。

したがって、職員が実質扶養し同居していても義父母については、扶養親族

移転料の対象となりません。

〔質問３〕

① 私は若松から福島へ赴任を命ぜられ、妻が身重で、妻の実家が若松にあったため

扶養親族（妻、子１人）を残し、私の実家のある伊達町まで住所を移転しました。

② その後、妻が出産したので、私は伊達町から自分の自宅である郡山市へ移転する

と同時に妻子もそこへ移転させました。

この場合、移転料・着後手当・扶養親族移転料はどのようになりますか。

（答） ①については、

ア 旧在勤地から新在勤地までの路程（若松～福島）

イ 旧居住地から新居住地までの路程（若松～伊達）

ア・イのうち短い方の路程に応じた（この場合、若松～福島間）移転料の1/2

の額と着後手当が支給され、
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②については、

ア 旧在勤地から新在勤地までの路程（若松～福島）

ウ 扶養親族の旧居住地から新居住地までの路程（若松～郡山）

ア・ウのうち短い方の路程に応じた（この場合、若松～郡山間）移転料の1/2

の額と妻・子２人分の扶養親族移転料が追給されます。

〔質問４〕

私は、会津若松市において主として職員の収入によって生計を維持している配偶者と

子２人で住んでいました。今回、若松から南相馬へ異動を命ぜられましたが、配偶者の

実家の近くのいわき市へ自宅を新築したために、配偶者と子２人はいわき市へ、私は、

南相馬市のアパ－トへ単身赴任をしました。この場合、移転料・扶養親族移転料はどの

ようになりますか。

（答） 配偶者及び子２人の移転は、職員の異動に伴うものでない（自宅の新築）こ

とから扶養親族移転料と移転料の1/2の額は支給されません。

〔質問５〕

私は、郡山市において主として職員の収入によって生計を維持している配偶者と子１

人で住んでいました。今回、郡山から白河へ異動を命ぜられましたが、子が東京の専門

学校へ通学するため東京へ転居し、私と配偶者は白河へ転居しました。この場合、子の

扶養親族移転料はどのようになりますか。

（答） 扶養親族が職員と別の地に移転した場合に扶養親族移転料を支給するのは、

職員の異動に伴う移転と客観的に認められる場合に限られます。今回の例では

子の移転先とその目的を考慮すると、職員とは無関係の移転であるので、子の

扶養親族移転料は支給されません。

〔質問６〕

私は、今回、異動に伴いレオパレスに入居することになり、「家賃特割プラン」で契

約しました。この場合、着後手当加算額の対象となる経費はどのようになるでしょうか。

（答） 特割手数料のみ対象となります。

なお、各種割引があった場合については、次のように取り扱います。

①割引の対象が明確な場合

加算額の対象となる金額の割引額を加算額対象額から減額します。

②割引の対象が明確でない場合

割引額を入居時に支払う金額（ただし、割引前の金額。布団セット等買い取り

分は除く。）のうち加算額の対象となる金額とその他の金額で按分し、加算額の

対象となる金額に対応する割引額を加算額対象額から減額する。
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加算額の対象となる金額

割引額 × ＝ 減額する額（円未満切捨て）

入居時に支払う金額

（割引前の金額。消耗品備品代等は除く。）

加算額の対象となる金額 － 減額する額 ＝ 加算対象額


